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議案第75号

　　　�福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める条例の一部

を改正する条例案

　上記の議案を提出する。

　　令和元年 ９月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

　理由

　この条例案を提出したのは，特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準の一部改正に鑑み，特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める等の必

要があるによる。

　　　�福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める条例の一部

を改正する条例

　福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める条例（平成26年

福岡市条例第60号）の一部を次のように改正する。

　題名を次のように改める。

　　　�福岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準を定める条例

　目次を次のように改める。

目次

　第 1章　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関する基準

　　第 1節　総則（第 1条－第 ３条）

　　第 2節　特定教育・保育施設の運営に関する基準

　　　第 1款　利用定員に関する基準（第 ４条）

　　　第 2款　運営に関する基準（第 5条－第３5条）

　　　第 ３款　特例施設型給付費に関する基準（第３6条・第３7条）

　　第 ３節　特定地域型保育事業者の運営に関する基準
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　　　第 1款　利用定員に関する基準（第３8条）

　　　第 2款　運営に関する基準（第３９条－第51条）

　　　第 ３款　特例地域型保育給付費に関する基準（第52条・第5３条）

　第 2章　特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（第5４条－第62条）

　附則

　第 1章の章名を次のように改める。

　　　第 1章　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関する基準

　第 1条の前に次の節名を付する。

　　　　第 1節　総則

　第 2条第 ９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め，同条第10号中「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条第11号中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改め，同条中第22号を第27号とし，第17号から第21号までを 5

号ずつ繰り下げ，同条第16号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，

同号を同条第21号とし，同条中第15号を第20号とし，第1４号を第1９号とし，同条第1３号中「支

給認定」を「教育・保育給付認定」に改め，同号を同条第18号とし，同条中第12号を第17号

とし，第11号の次に次の 5号を加える。

　⑿�　満 ３歳以上教育・保育給付認定子ども　子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令

第21３号。以下「令」という。）第 ４条第 1項に規定する満 ３歳以上教育・保育給付認定

子どもをいう。

　⒀�　特定満 ３歳以上保育認定子ども　令第 ４条第 1項第 2号に規定する特定満 ３歳以上保

育認定子どもをいう。

　⒁�　満 ３歳未満保育認定子ども　令第 ４条第 2項に規定する満 ３歳未満保育認定子どもを

いう。

　⒂�　市町村民税所得割合算額　令第 ４条第 2項第 2号に規定する市町村民税所得割合算額

をいう。

　⒃�　負担額算定基準子ども　令第1３条第 2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

　第 ３条第 1項中「適切な内容」を「適切であり，かつ，子どもの保護者の経済的負担の軽

減について適切に配慮された内容」に改める。

　第 2章の章名，同章第 1節から第 ３節までの節名，第 ３章の章名及び同章第 1節から第 ３
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節までの節名を削る。

　第 ３条の次に次の節名及び款名を付する。

　　　　第 2節　特定教育・保育施設の運営に関する基準

　　　　　第 1款　利用定員に関する基準

　第 ４条の見出しを削り，同条第 1項中「この章」を「この節」に改め，同条の次に次の款

名を付する。

　　　　　第 2款　運営に関する基準

　第 5条の見出し中「及び同意」を「並びに同意」に改め，同条第 1項中「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に，「利用者負担」を「第1３条の規定により支払を受ける

費用に関する事項」に改める。

　第 6条の見出し中「利用申込みに対する」を削り，同条第 1項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め，同条第 2項及び第 ３項中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改め，同条第 ４項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改め，同条第 5項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

　第 7条第 2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

　第 8条中「支給認定保護者」を「必要に応じて，教育・保育給付認定保護者」に，「支給

認定の有無，支給認定子ども」を「教育・保育給付認定の有無，教育・保育給付認定子ども」

に，「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改める。

　第 ９条の見出し及び同条第 1項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め，同条第

2項中「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に，「支給認定保護者」を「教育・保育

給付認定保護者」に改める。

　第10条及び第11条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

　第1３条第 1項及び第 2項を次のように改める。

　�　特定教育・保育施設は，特定教育・保育を提供した際は，教育・保育給付認定保護者（満

３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）から当該特定教育・

保育に係る利用者負担額（満 ３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に

ついての法第27条第 ３項第 2号に掲げる額をいう。）の支払を受けるものとする。

2 �　特定教育・保育施設は，法定代理受領を受けないときは，教育・保育給付認定保護者か

ら，当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第27条第 ３項第 1号に掲げ
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る額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。

　第1３条第 ３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条第 ４項

各号列記以外の部分中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同項第

３号を次のように改める。

　⑶　食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用

　　ア�　次のア又はイに掲げる満 ３歳以上教育・保育給付認定子どものうち，その教育・保

育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る

市町村民税所得割合算額がそれぞれア又はイに定める金額未満であるものに対する副

食の提供

　　　ア�　法第1９条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども　77,101円

　　　イ�　法第1９条第 1項第 2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども（特定満 ３ 歳以上保育認定子どもを除く。イイにおいて同じ。）　57,700

円（令第 ４条第 2項第 6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては，

77,101円）

　　イ�　次のア又はイに掲げる満 ３歳以上教育・保育給付認定子どものうち，負担額算定基

準子ども又は小学校第 ３学年修了前子ども（小学校，義務教育学校の前期課程又は特

別支援学校の小学部の第 1学年から第 ３学年までに在籍する子どもをいう。以下この

イにおいて同じ。）が同一の世帯に ３人以上いる場合にそれぞれア又はイに定める者

に該当するものに対する副食の提供（アに該当するものを除く。）

　　　ア�　法第1９条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども　負担額算定基準子ども又は小学校第 ３学年修了前子ども（そのうち最年

長者及び 2番目の年長者である者を除く。）である者

　　　イ�　法第1９条第 1項第 2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども　負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び 2番目の年長者である者

を除く。）である者

　　ウ�　満 ３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

　第1３条第 ４項第 5号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条

第 5項及び第 6項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。
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　第1４条第 1 項中「第28条第 1 項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項におい

て」を「第27条第 1 項の施設型給付費をいう。以下」に，「支給認定保護者」を「教育・保

育給付認定保護者」に改め，同条第 2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改める。

　第15条第 1項第 2号中「同条第 ９項」を「同条第11項」に改める。

　第16条第 2項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

　第17条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に，「支給認定子ども

又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者」に改める。

　第18条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に，「支給認定子ども

の保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。

　第1９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同条中「支

給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」

に，「意見」を「，意見」に改める。

　第20条第 5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第1３条の規定に

より教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。

　第21条第 1 項及び第 2項ただし書，第2４条（見出しを含む。）並びに第25条中「支給認定

子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

　第26条を次のように改める。

　（懲戒に係る権限の濫用等の禁止）

第�26条　特定教育・保育施設の長たる特定教育・保育施設の管理者（幼保連携型認定こども

園及び保育所（認定こども園法第 ３条第 1項の認定を受けた施設及び同条第11項の規定に

よる公示がされたものを含む。）の管理者に限る。）は，教育・保育給付認定子どもに対し，

その教育・保育給付認定子どもの福祉のために児童福祉法第４7条第 ３項の懲戒を行うとき

又はその他必要な措置を採るときは，身体的苦痛を与え，人格を辱める等の行為を行って

はならない。

　第27条第 1項及び第 2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め，

同条第 ３項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に，「支給認定子ど

もの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。
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　第28条第 1項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。

　第３0条第 1項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子ども又

は教育・保育給付認定保護者」に，「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」

に，「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め，同条第 ３項及び第 ４

項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改める。

　第３2条第 2項及び第 ４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。

　第３４条第 2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め，同項第 2号

中「に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項」を「の規定による特定教育・保

育の提供」に改め，同項第 ３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。

　第３5条の次に次の款名を付する。

　　　　　第 ３款　特例施設型給付費に関する基準

　第３6条第 1項及び第 2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め，

同条第 ３項中「を含む」を「を，施設型給付費には特例施設型給付費（法第28条第 1項の特

例施設型給付費をいう。次条第 ３ 項において同じ。）を，それぞれ含む」に，「この章」を

「前款」に，「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に，「とする」を「と，第

1３条第 2項中「法第27条第 ３項第 1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第 2項第 2号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と，同条第 ４項第 ３号イア中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除

く。）」と，同号イイ中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子

ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」とする」に改める。

　第３7条第 1項及び第 2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め，

同条第 ３ 項中「を含む」を「を，施設型給付費には特例施設型給付費を，それぞれ含む」

に，「この章」を「前款」に，「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に，「第

1３条第 ４項第 ３号中「除き，同項第 2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供

に係る費用に限る。）」とあるのは「除く。）」」を「第1３条第 2項中「法第27条第 ３項第 1

号に掲げる額」とあるのは「法第28条第 2項第 ３号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と，同条第 ４項第 ３号イア中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と，同号イイ中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除
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く。）」」に改め，同条の次に次の節名及び款名を付する。

　　　　第 ３節　特定地域型保育事業者の運営に関する基準

　　　　　第 1款　利用定員に関する基準

　第３8条の見出しを削り，同条第 1項中「のうち，家庭的保育事業にあってはその」を「（事

業所内保育事業を除く。）の」に，「この章」を「この節」に，「同じ。）の数を」を「同じ。）

の数は，家庭的保育事業にあっては」に改め，「その利用定員の数を」を削り，「附則第 6

項」を「附則第 ４項」に改め，同条の次に次の款名を付する。

　　　　　第 2款　運営に関する基準

　第３９条の見出し中「及び同意」を「並びに同意」に改め，同条第 1項中「利用者負担」を

「第４４条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。

　第４0条の見出し中「利用申込みに対する」を削り，同条第 1項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め，同条第 2項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども（特定満 ３歳以上保育認定子どもを除

く。以下この節において同じ。）」に，「支給認定子どもが」を「満 ３歳未満保育認定子ども

が」に改め，同条第 ３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め，同

条第 ４項中「支給認定子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども」に改める。

　第４1条第 2項中「法第1９条第 1項第 ３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定

子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども」に改める。

　第４2条中「支給認定子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども」に改める。

　第４３条第 1項第 1号中「支給認定子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども」に改め，同項

第 ３号中「支給認定子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども」に，「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め，同条第 ３項中「を行う者であって，第３8条第 2項の規定

により定める利用定員が20人以上のもの」を「（第３8条第 2項の規定により定める利用定員

が20人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う者」

に改め，同条第 ４項中「支給認定子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども」に改め，同項を

同条第 5項とし，同条第 ３項の次に次の 1項を加える。

４ �　保育所型事業所内保育事業を行う者のうち児童福祉法第 6条の ３第12項第 2号に規定す

る事業を行うものであって，市長が適当と認めるものについては，第 1項本文の規定にか

かわらず，連携施設の確保をしないことができる。
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　第４４条第 1項及び第 2項を次のように改める。

　�　特定地域型保育事業者は，特定地域型保育を提供した際は，教育・保育給付認定保護者

から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第2９条第 ３項第 2号に掲げる額をいう。）

の支払を受けるものとする。

2 �　特定地域型保育事業者は，法定代理受領を受けないときは，教育・保育給付認定保護者

から，当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額（法第2９条第 ３項第 1号に掲

げる額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。

　第４４条第 ３ 項から第 6 項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改める。

　第４7条第 5号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第４４条の規定に

より教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。

　第４8条第 1項及び第 2項ただし書中「支給認定子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども」

に改める。

　第50条第 2項中「支給認定子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども」に改め，同項第 2号

中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」を「の規定による特定地域型保

育の提供」に改め，同項第 ３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。

　第51条第 1項前段中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者，特定地域型保育

事業所及び特定地域型保育」に改め，同項後段中「第1４条第 1項」を「第11条中「教育・保

育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満 ３歳未満保育認定

子どもに限り，特定満 ３歳以上保育認定子どもを除く。以下この款において同じ。）につい

て」と，第12条の見出し中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と，第1４条の

見出し中「施設型給付費等」とあるのは「地域型保育給付費等」と，同条第 1項」に，「第

28条第 1 項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。）」を「第27条

第 1 項の施設型給付費をいう。以下」に，「第３0条第 1 項に規定する特例地域型保育給付費

を含む。以下この項において同じ。）」」を「第2９条第 1 項の地域型保育給付費をいう。以

下この項及び第1９条において」と，「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」」

に改め，「特定地域型保育の」と」の次に「，「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特

定地域型保育提供証明書」と，第1９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」

と」を加え，同条第 2項中「支給認定子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども」に改め，同
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条の次に次の款名を付する。

　　　　　第 ３款　特例地域型保育給付費に関する基準

　第52条第 1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め，同条第 2項

中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に，「同項第 ３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満 ３歳未満保育認定子ども」に，「支給認

定子どもを」を「教育・保育給付認定子どもを」に改め，同条第 ３項を次のように改める。

３ �　特定地域型保育事業者が，第 1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には，

特定地域型保育には特別利用地域型保育を，地域型保育給付費には特例地域型保育給付費

（法第３0条第 1 項の特例地域型保育給付費をいう。次条第 ３項において同じ。）を，それ

ぞれ含むものとして，この節（第４1条第 2項を除き，前条において準用する第 8条，第 ９

条，第11条，第12条，第1４条，第17条から第1９条まで，第2３条から第25条まで，第27条か

ら第３３条まで及び第３5条を含む。次条第 ３項において同じ。）の規定を適用する。この場

合において，第４0条第 2項中「第1９条第 1項第 ３号」とあるのは「第1９条第 1項第 1号」

と，「満 ３歳未満保育認定子ども（特定満 ３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節に

おいて同じ。）」とあるのは「法第1９条第 1 項第 1 号又は第 ３号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第5３条第 1項の規定により特定利用地域型保

育を提供する場合にあっては，当該特定利用地域型保育の対象となる法第1９条第 1項第 2

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と，「法

第20条第 ４項の規定による認定に基づき，保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し，

保育を受ける必要性が高いと認められる満 ３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できる

よう，」とあるのは「抽選，申込みを受けた順序により決定する方法，当該特定地域型保

育事業者の保育に関する理念，基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と，第

４４条第 1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特

別利用地域型保育の対象となる法第1９条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と，同条第

2項中「法第2９条第 ３項第 1号に掲げる額」とあるのは「法第３0条第 2項第 2号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額」と，同条第 ３ 項中「前 2 項」とあるのは

「前項」と，同条第 ４項中「前 ３項」とあるのは「前 2項」と，「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（第1３条第 ４ 項第 ３ 号ア又はイに掲げるものを除く。）に
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要する費用」と，同条第 5項中「前各項」とあるのは「前 ３項」とする。

　第5３条第 1項及び第 2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め，

同条第 ３項を次のように改める。

３ �　特定地域型保育事業者が，第 1 項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合に

は，特定地域型保育には特定利用地域型保育を，地域型保育給付費には特例地域型保育給

付費を，それぞれ含むものとして，この節の規定を適用する。この場合において，第４４条

第 1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利

用地域型保育の対象となる法第1９条第 1項第 2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（特定満 ３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育

給付認定保護者に限る。）」と，同条第 2項中「法第2９条第 ３ 項第 1 号に掲げる額」とあ

るのは「法第３0条第 2項第 ３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と，

同条第 ４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保

育の対象となる特定満 ３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満 ３歳以上保育認定子ど

も（令第 ４条第 1 項第 2 号に規定する満 ３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第1３条

第 ４項第 ３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。

　本則に次の 1章を加える。

　　　第 2章　特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

　（趣旨）

第�5４条　法第58条の ４第 2項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関

する基準は，この章に定めるところによる。

　（教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録）

第�55条　特定子ども・子育て支援提供者（法第３0条の11第 ３ 項に規定する特定子ども・子

育て支援提供者をいう。以下同じ。）は，特定子ども・子育て支援（同条第 1項に規定す

る特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。）を提供した際は，提供した日及び時間帯，

当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事項を記録しなければならない。

　（利用料及び特定費用の額の受領）

第�56条　特定子ども・子育て支援提供者は，特定子ども・子育て支援を提供した際は，施設

等利用給付認定保護者（法第３0条の 5第 ３項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

以下同じ。）から，その者との間に締結した契約により定められた特定子ども・子育て支
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援の提供の対価（子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第４４号）第28条の16

に規定する費用（以下「特定費用」という。）に係るものを除く。以下「利用料」という。）

の額の支払を受けるものとする。

2 �　特定子ども・子育て支援提供者は，前項の規定により支払を受ける額のほか，特定費用

の額の支払を施設等利用給付認定保護者から受けることができる。この場合において，特

定子ども・子育て支援提供者は，あらかじめ，当該支払を求める金銭の使途及び額並びに

理由について書面により明らかにするとともに，施設等利用給付認定保護者に対して説明

を行い，同意を得なければならない。

　（領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付）

第�57条　特定子ども・子育て支援提供者は，前条の規定による費用の支払を受ける際，当該

支払をした施設等利用給付認定保護者に対し，利用料の額と特定費用の額とを区分して記

載した領収証を交付しなければならない。ただし，前条第 2項に規定する費用の支払のみ

を受ける場合は，この限りでない。

2 �　前項の場合において，特定子ども・子育て支援提供者は，当該支払をした施設等利用給

付認定保護者に対し，当該支払に係る特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯，

当該特定子ども・子育て支援の内容，費用の額その他施設等利用費の支給に必要な事項を

記載した特定子ども・子育て支援提供証明書を交付しなければならない。

　（法定代理受領の場合の読替え）

第�58条　特定子ども・子育て支援提供者が法第３0条の11第 ３ 項の規定により本市から特定子

ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける場合における前 2条の規定の適用に

ついては，第56条第 1項中「額」とあるのは「額から法第３0条の11第 ３ 項の規定により本

市から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と，前条第 1 項中「利用料の

額」とあるのは「利用料の額から法第３0条の11第 ３ 項の規定により本市から支払を受けた

施設等利用費の額を控除して得た額」と，同条第 2項中「前項の場合において，」とある

のは「法第３0条の11第 ３ 項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に係る施設等利

用費の支払を受ける」と，「当該支払をした」とあるのは「本市及び当該」と，「交付し」

とあるのは「交付し，及び当該施設等利用給付認定保護者に対し，当該施設等利用給付認

定保護者に係る施設等利用費の額を通知し」とする。

　（施設等利用給付認定保護者に関する本市への通知）
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第�5９条　特定子ども・子育て支援提供者は，特定子ども・子育て支援を受けている施設等利

用給付認定子ども（法第３0条の 8第 1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以

下同じ。）に係る施設等利用給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設等利用

費の支給を受け，又は受けようとしたときは，遅滞なく，意見を付してその旨を本市に通

知しなければならない。

　（施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則）

第�60条　特定子ども・子育て支援提供者は，施設等利用給付認定子どもの国籍，信条，社会

的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否かによって，差別

的取扱いをしてはならない。

　（秘密保持等）

第�61条　特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の職員及び管理者は，正当な理

由がなく，その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らして

はならない。

2 �　特定子ども・子育て支援提供者は，職員であった者が，正当な理由がなく，その業務上

知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な

措置を講じなければならない。

３ �　特定子ども・子育て支援提供者は，小学校，他の特定子ども・子育て支援提供者その他

の機関に対して，施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供する際には，あらかじめ

文書により当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者の同意を得て

おかなければならない。

　（記録の整備）

第�62条　特定子ども・子育て支援提供者は，職員，設備及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。

2 �　特定子ども・子育て支援提供者は，第55条の規定による特定子ども・子育て支援の提供

の記録及び第5９条の規定による本市への通知に係る記録を整備し，その完結の日から 5年

間保存しなければならない。

　附則第 2項中「（法第27条第 ３項第 2号に掲げる額（特定教育・保育施設が」とあるのは

「（当該特定教育・保育施設が」と，「定める額とする。）をいう。）」とあるのは「定める

額をいう。）」を「教育・保育給付認定保護者（満 ３歳未満保育認定子ども」とあるのは「教
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育・保育給付認定保護者（満 ３歳未満保育認定子ども（特定保育所（法附則第 6条第 1項に

規定する特定保育所をいう。次項において同じ。）から特定教育・保育（保育に限る。第1９

条において同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」に，「（法第27条第 ３

項第 1号に規定する額」とあるのは「（法附則第 6条第 ３項の規定により読み替えられた法

第28条第 2項第 1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」を「当

該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育（特定保育所における特定教育・保育

（保育に限る。）を除く。）」に改め，附則第 ４項の前の見出し，同項及び附則第 5項を削り，

附則第 6項を附則第 ４項とする。

　　　附　則

　この条例は，令和元年10月 1 日から施行する。ただし，第15条第 1項第 2号の改正規定及

び第26条の改正規定（「同条第 ９項」を「同条第11項」に改める部分に限る。）は，公布の

日から施行する。


